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建物の防犯

運転に不安を感じたらまず相談！

災害の備え

詐
欺
で
す
！

現
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
渡
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
！

　
防
犯
は
、
犯
罪
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

に
重
要
で
す
。

　
空
き
巣
に
対
し
て
は
、
建
物
の
二
重
ロッ
ク

や
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

が
効
果
的
で
す
が
、
一

番
大
切
な
こ
と
は
、

窓
や
ド
ア
の
施
錠
を
確

実
に
す
る
こ
と
で
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
ご
自

宅
の
防
犯
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

交
通
事
故
発
生
！

　
本
年
（
６
月
末
時
点
）
日
高
町
で
は
、

　
●
人
身
事
故
４
件
　
　
●
物
損
事
故
52
件

の
交
通
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
ド
ラ
イ
バ
ー
の
み
な
さ
ん
は
、
安
全
運
転
を

お
願
い
し
ま
す
。

違
法
薬
物
！

　
違
法
薬
物
は
、
幻
聴
や
幻
覚
が
現
れ
て
錯

乱
状
態
に
陥
り
、
凶
悪
事
件
に
発
展
す
る
な

ど
、
大
変
危
険
な
も
の
で
す
。

　
薬
物
に
関
す
る
電
話
相
談

　
　
　
☎
　
０
７
３
・
４
２
５
・
４
６
１
５

９
月
11
日
は
「
警
察
相
談
の
日
」

　
警
察
で
は
、
全
国
統
一の
警
察
相
談

ダ
イ
ヤ
ル「
＃
９
１
１
０
」に
ち
な
ん
で
、

毎
年
９
月
11
日
を
警
察
相
談
の
日
と

定
め
て
い
ま
す
。

☆
台
風
が
来
る
前
に

　
１
．
瓦
や
ト
タ
ン
が
壊
れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
か
点
検
し
、
補
強
や
修
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
２
．
塀
や
庭
木
、
ア
ン
テ
ナ
な
ど
が
、
風
で
倒
れ
な
い
よ
う
に
補
強
し
ま
し
ょ
う
。

　
３
．
下
水
や
側
溝
を
点
検
し
、
排
水
を
よ
く
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
４
．
非
常
持
出
し
品
の
点
検
、
準
備
を
し
ま
し
ょ
う
。

☆
台
風
が
近
づ
い
た
ら

　
１
．
テ
レ
ビ
、
ス
マ
ホ
等
で
最
新
の
情
報
を
入
手
し
ま
し
ょ
う
。

　
２
．
停
電
に
備
え
、
懐
中
電
灯
、
携
帯
ラ
ジ
オ
な
ど
を
用
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
３
．
避
難
場
所
等
の
道
順
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
４
．
今
ま
で
、
災
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
所
で
も
災
害
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一度
、

　
　
　
周
り
を
点
検
し
ま
し
ょ
う
。

忘
れ
な
い
で
施
錠
！

御坊警察署
　 23-0110
高家駐在所
　　小倉 恒人
比井駐在所
　　吉井 義昭

（お知らせ）
Eメールによるご意見、
ご感想、ご相談を受け
付けています。
和歌山県警のホーム
ページは

http://www.police.pref.
wakayama.lg.jpです。

ご利用ください。

きしゅう君

●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の

　暗
証
番
号
を
教
え
て

●
還
付
金
・
給
付
金
が
あ
る

●
有
料
サ
イ
ト
利
用
料
金
が
あ
る

●
未
納
料
金
が
あ
る

特
別
定
額
給
付
金
詐
欺

　役
場
職
員
な
ど
を
か
た
り
、

・「
特
別
定
額
給
付
金
の
多
重
払
い
が
あ

り
ま
す
」

・「
返
金
し
て
も
ら
う
た
め
に
来
ま
し
た
」

　な
ど
と
現
金
を
要
求
し
て
き
ま
す
。

警
察
官・銀
行
員
を
か
た
る
詐
欺

　犯
人
は

・「
あ
な
た
の
口
座
が
詐
欺
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
」

・「
銀
行
の
も
の
が
訪
問
す
る
の
で

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
く
だ
さ
い
」

　な
ど
と
要
求
し
て
き
ま
す
。

安全運転相談ダイヤル
＃ ８０８０

※相談受付は平日９：00 ～ 16：00

シャープ  ハ   レ  バ   レ
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避難情報の意味は理解できていますか？
　洪水や土砂災害のリスクが高まった際は、町から避難情報を発令します。
　避難情報が発令された場合は、非常事態です。
　情報が発令された場合は、早め早めの命を守る適切な行動をとってください。

避難行動は「命を守る行動」
　 町が 指 定している避 難 場 所（ 町ＨＰ：http://www.town.
wakayama-hidaka.lg.jp/docs/2014081900010/）へ避難する
ほか、災害リスクの少ない親戚宅や友人宅へ避難させてもらうことも
避難行動の一つです。
　また、浸水や土砂の流入は１階ほど被害を受
けやすいため、大雨が降り続いている時は、「２
階に上がる」ことも命を守る行動です。外が危
険な状況では無理に屋外に避難するのではな
く、屋内の高いところに避難してください。

水害・土砂災害時の命を守る行動

※1　各種の情報は、警戒レベル1～5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。


